
甲広組合告示第２号  

 

甲府地区広域行政事務組合財務規則（昭和４８年規則第４号）の規定により、

次の１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和８年２月２６日 

 

甲府地区広域行政事務組合 

管 理 者  樋 口 雄 一 

 

 

１ 一般競争入札に付する事項 

（１）件名 

   甲府地区広域行政事務組合消防本部庁舎自動販売機設置に係る賃貸借 

  契約 

（２）貸付物件 

所在地及び設置箇所 設置場所 貸付面積（㎡） 設置台数 

甲府市伊勢 3-8-23 
屋内 0.67 １台 

本部１階 

甲府市丸の内 1-1-19 
屋内 0.90 １台 

中央署１階 

甲斐市竜王 3314-1 
屋外 0.90 １台 

西署１階 

（３）予定価格 

   公表しない。 

（４）貸付期間 

令和８年４月１日（水）から令和１１年３月３１日（土）まで 

第１年次 令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

第２年次 令和９年４月１日～令和１０年３月３１日 

第３年次 令和１０年４月１日～令和１１年３月３１日 

（５）用途 

   自動販売機の設置・運営に限る。 

２ 一般競争入札参加資格 

  次の要件をすべて満たす法人又は個人に限り応募することができる。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に

規定する一般競争入札に参加させることができない者又は同条第２項各号



に掲げる者のいずれにも該当しない法人又は個人であること。 

（２）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号から第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」とい

う。）でないこと。また、法人にあっては、その役員が暴力団員でないこ

と。 

（３）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律

第１４７号）に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でない

こと。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始

の申立がなされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受

けた後、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（５）法人にあっては山梨県内に本店・支店または営業所を有し、個人にあっ

ては山梨県内に事業所等を設けて事業を営んでいること。 

（６）自動販売機の設置業務において、自ら管理及び運営に通算３年以上の実

績を有し、かつ、現時点においても行っている者であること。 

（７）国税及び本店・支店等が所在する市町村の税を滞納していないこと。 

３ 募集要項、仕様書の配付期間、配付場所及び配布方法 

（１）配付期間 

 令和８年２月２６日（木）から令和８年３月９日（月）まで 

   （この期間内の土曜日、日曜日及び祝日は除く。） 

   午前９時から午後５時まで 

（２）配付場所 

甲府地区広域行政事務組合消防本部総務課庶務係（庁舎２階） 

   甲府市伊勢三丁目８番２３号 

   電話番号 ０５５－２２２－１２０９ 

（３）配付方法 

直接配付とし、郵送又は電送は行わない。 

ただし、甲府地区広域行政事務組合消防本部ホームページ（新着情報）

から情報を入手する場合は、この限りではない。 

 

４ 入札参加申込み 

  この入札に参加を希望する者は、募集要項に示す「一般競争入札参加申込

書」ほか提出書類を次の申込場所まで持参すること。 

（１）申込期間  

令和８年２月２６日（木）から令和８年３月９日（月）まで 

   （この期間内の土曜日、日曜日及び祝日は除く。） 



午前９時から午後５時まで 

（２）申込場所 

甲府地区広域行政事務組合消防本部総務課庶務係（庁舎２階） 

甲府市伊勢三丁目８番２３号 

電話番号 ０５５－２２２－１２０９ 

 

５ 入札・開札の日時及び場所 

（１）日時 

   令和８年３月２３日（月）午前１０時００分から 

（２）場所 

甲府地区広域行政事務組合消防本部（庁舎２階 会議室） 

甲府市伊勢三丁目８番２３号 

   ただし、入札場所等については、変更する場合がある。 

 

６ 入札方法 

  入札書に記載する金額は年額とし、消費税抜きの金額を記載すること。 

（貸付料は落札金額に消費税を加えた額とする。） 

７ 入札の無効 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件

に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げ

るいずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

 

８ 落札者の決定 

  甲府地区広域行政事務組合が定める予定価格以上で、最高の金額をもって

有効な入札を行った者を落札者とする。 

 

９ その他 

（１）入札保証金 

   免除 

（２）契約保証金 

設置事業者として決定した者は、契約締結に際して、契約保証金として契

約金額の１００分の１０の額を納付しなければならない。ただし、甲府地区

広域行政事務組合財務規則第７８条で定める各号に該当する場合は免除す

る。 

（３）契約保証人 

契約にあたり借受人と連携して、本契約から生じる借受人の債務を負担 



する保証人が必要。 

（４）契約書作成の要否 

   要 

（５）説明会 

行わない。 

（６）その他 

詳細は、募集要項及び仕様書による。 


